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TwoPhasesof"sasan岳pathamphok,=Defenderofthe

Faith:aCaseStudyofKingRamaI

by

YoneolslⅢ

InThaiBuddhism,theSanghaisregardedasna-･bun,L'thefield ofmerit/I

whichcanbedependedupontoproduceanassuredcrop ofmeritfortheThai

laity.Thispopularbeliefisthemostreliablegeneratorofeconomicsupportfor

theotherwisemateriallyhelplessmonksinThailand.

The Sangha deservesthe title nL2-bun solong asitremainsHpure."In

traditionalThailand,the"purity"ofreligionismeasuredmainlyintermsoftile

strictnesswith which therulesofthe Vinaya areobserved. IftheSangha

becomescorrupt,itisnolongerregarded asnd-bun;soitcannotattracteco･

nomicsupport,andBuddhism declinesforlackofsubsistence.

The Thaiking,=DefenderoftheFaith,"is expected to maintain the

prosperityofBuddhislll. TothisendhegivestheSangharoyalpatronage.

phraboromarachupatham･ Heofferseconomicassistanceinavarietyofways,So

thattheSanghacanpursuespiritualperfectionwithoutmaterialcares.

InthereignofRamaI,theSanghabecamecorrupt.Themonarchynotonly

protected iffrom physicaldecline,butalsoapplied sanctionsagalnStit:and

purgedcorruptelementsevenatthecostoftheSangha'sautonomy.
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石井 :国家と宗教にかんする一考察

は じ め に

タイ国王は,伝統的に ｢宗教の擁護者｣ (akkhamah云sasanapathamphok)と規定 されてい

るol)ここで ｢宗教｣(sasana)とは,｢仏教｣(phutthas云sana)に外な らない｡2) したがって,

｢宗教の擁護者｣とは,｢仏教に擁護 (upatham)を与える者｣の意で ある｡ すなわち,タイ

人の伝統的思想に したがえば,国王は,仏教を ｢擁護｣する責任を有 し,また仏教は,閏王の

｢擁護｣を うけるべき存在としてあるのである｡

出家者集団であるタイの仏教サ ンガは,E′王ら,いっさいの経済活動とかかわりをもたぬことを

建前とする集団であるため,その存続をすべて,第 3者の持続的支援 に依存せざるを得ないとい

う構造をもっている｡3)歴史的視点に立つならば,タイの仏教サ ンガは,つねに王室の ｢擁護｣

(upatham-より正 しくはphraboromar(ichdpatham)に,大き く依存することに よってのみ,

繁栄を許されて来たのであったC サ ンガは,｢法｣(dhamma)によって結合された自治岡休で

あるが4),その日肝性はサ ンガのこうした 経済的従属性のゆえに ｢擁護者｣である匝日工の意志

に大きく制約 されざるを得なかったo Lたが って歴史的サ ンガの性格を解明するためには,国

王の ｢擁乱 ｣の実態を認識することがまず必要 となる0本稿は,F三印法典｣15)などの根木史料

を用いて,ラーマ 1世王 (1782-1809)における仏教 ｢擁護｣の貝体的検討を通 して,サ ンガ

と同上との関係を考察することをそのE潤 とするものであるo

l 史 料 に つ い て

ラーマ 1冊期のサンガに関する史料としては,つぎの4秤の文献が基本的重要性をもつ｡

(l) KotPhrasongn互押す=日はT

1782年か ら1801年の問に発せ られたJツ下の 10篇o)71JL告であって, KotPhrasong ない しは

KotmaiPhrasong (プラ ドレ一木)と題 して,.F三印法典｣‖こ収録されているo 発布の時期が

いずれもラ-マ 1仲千の治世中に合まれ, .F三印法典ー?成立の時期 (1805)に近接 しているこ

と,および用い られている暦法も7f･確であることか ら見て,テキス トの信悪性は,『三印法典Jq

の中でも,もっとも高いもののひとつと言えよう｡

1)たとえば ｢サンガ令｣第1 KotmaiTraSam Duang nfjMm Um 1日1LL何つ8 vol.4,p.164(Jl下

KTSD と略すOなお本稿では,入手の使を考え,ページ数はすべてクルサパー本のものを示した｡)

2)近代憲法においてほ,S豆san畠の意味が拡張されて,｢タイ人-鶴 の信奉する宗教｣と解釈されろように

なったo(mnkNL拓 訂正 h¶引1m 1932,p.28)

3)Ishii:1968,p.864

4)Gopakamoggallanasutta,Ma.7jhL'm(INL'kaya,108

5) 『三印法典』の史料価値については,拙稿 ｢三印法典について｣『東南アジア研究』'j'1-6巻第4号(1964
年3月)pp.155-178参照｡
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東南 アジア研究 7巻 4-弓･

布 告 番 号

KotPhrasong No.1

RotPhrasong No.2

KotPhrasong No.3

KotPhrasong No.4

KotPhrasong No.5

KotPhrasong No.6

KotPhrasong No.7

KotPhrasong No.8

KotPhrasong No.9

KotPhrasong No.10

布 告 の 日 付

小暦1144年寅年第 4年陰暦10月自分15日 土曜日

小冊1145年卯年第 5年陰暦 6月rE~りす5rl月曜日

小暦1145年卯年邦5年陰暦 6月自分 8日 木曜日

小暦1145年卯年第 5年陰暦8月自分15円 ll曜日

同 上

同 上

小僧1145年卯年'ij'il5年陰暦12月ILl/)13円 月曜日

小暦1151年西年第 1年陰暦 3月黒分11円 水曜日

小暦1156年前年第 6年陰暦 9月黒/))4H 木曜日

小暦1163年酉年第 3年陰暦 7月黒/))13F]火曜日

(A.D.1782-9-21)

(A.D.1783-5-5)

(A.D.1783-5-8)

(A.D.1783-7-13)

(A.D.1783-10-27)

(A.D.1790-2-10)

(A.D.1794-8-15)

(A.D.180卜 6-9)

(2) phraratchakamnotMai Nos.2,13,14

『三印法典』には,ラーマ1世の発布 した雑多な内容をもつ ｢勅令｣ (phraratchakamnot)

45篇が,｢新勅令｣(phraratchakamnotMai) の表題のもとに収録されているが,このうち,

下記の Nos.2,13,14の3篇は,耐 妾または間接に,サンガ研究に有益な内容をもつ ｡

布 告 番 号

No.2

No.13

No.14

布 告 の 口 付

小麿1144年封年第 4年riAJ哲8月自分 8日 月曜日

中値1147年L1年第 7年陰暦12月黒/JJ511月曜日

中層1160年'1-･年第10年陰暦8月黒/)i2日本L舶_】

(A.D.1782-6-17)

(A.D.1785-ll-21)

(A.D.1798-6-29)

(:ち) SahgitivatTISaまたは SahgitiyavalpSa『結焦史』

1789年,プラピモンクム僧正 (のちのプラパナラット大僧正)が,ラーマ1世王後援の下に

行なわれた ｢第 9次結集｣(1788年)を顕彰するために執筆 したパーリ語の ｢結集史｣である｡

本書は全部で 9葦 (paricceda)より成っているが,その第 8茸は,｢第 9次結集記｣(Navama･

dhammaSangahaniddesa)と題され,1788年11月13日から,翌1789年 4月10日の5カ月にわた

って,バ ンコクのプラシーサンペ ッグーラーム寺院で行なわれた ｢第 9次結集｣の記録がその

中心を成 している｡筆者のプラピモンタムは,同結集に際 して,開会宣言を話 し,また Phra-

thammawisさt6)の校訂の最高責任者に任 じられた重要人物であり,その意味において,当事者

による記録としての ｢第 8章｣の史料価値は高いo

Sahgitiva甲Saは,カンボジアにおいて,つとに5種の写本の存在が知られていたが7),タイ

6)Grammaticaltreaties?Wenk:1968,p.39n.

7)CoedとS:1914,p.2



石井 :国家 と宗教にか/'Lす る一考察

では,カンボジア所伝の写本のいずれかを底本とした重写本が1910-1923年の問に作成 され,

またのちに,インタ-ラム寺で別個の写本が発見 された.8)これ らoj写本を底本 としたテキス

トに,プラヤー ･パ リヤ ッタンマタ-ダーのタイ語対訳をそえた刊本が,1923年,チュタ- ト

ウタラ-デ ィロック親王の葬儀の引出物 として,バ ンコクで刊行 された｡9)

(4) Tamnaeng Phrarachakhana naiKrung n(-)k Krung khrang Krung Haw

moIL川N'MTと- 1Rmn 町 棚 nn押品 両 1 ｢アユタヤ酬 曽位録｣
アユ タヤ朝 末 期 の サ ンガの組･織 を知るための基本的史料である. ラ-マ 1世ない し2世

当時 の写 本 と推 定 されるものの全文が, ダムロン親王著 『サ ンガ小史』 (円1m … ご示柑1m,

1923)pp.24- 32に収録 されている｡ 採録者ダムロン親王によれば, 本史料は, ｢アユタヤ軌

層位録｣a)原本ではな く,ラタナコ- シン期に入 ってか ら,旧王朝の遺臣の聴 き書きに基づい

て編纂 された ものと考え られるが 10), ラーマ 1世期のサ ンガ組織C/)基本となったアユタヤ末期

の全国サ ンガ組織を,これほど詳細かつ体系的に示 した根本史料は他に求めがたい.

以上の同時代史料のほか,｢御親筆本年代記｣(1855隼)… , ｢1世二王年代記｣(1869/71)12) 皮

ども, ラ-マ1世時代のサ ンガ研究には不TTl欠o)史料である｡

Jl サ ン ガ の 組 織

1. Dela IJOubE,reは,｢~シャム 一日服し｣(1691)U)中で,ll'i時U)タイに ｢森に住む僧｣ と

｢町 に住む僧｣という, 2種uJ僧侶が 存在 して いたと書いているが'M,これは, ｢ァランヤワ

-シ-｣と rカーマワ-シー｣0)Lx:/Jlに 対応する もU)と考え られる｡-41上述 した ｢アユタヤ軌

僧位録｣は,アユタヤ末期のサ ンガの組織を,次ページのように表示 している,Jl5)

こU)表は,アユタヤ末期において も, タイU)サ ンガが ｢ヵーマワーシー｣と rアランヤワ-

シー｣に 2分 されていたことを示 していろ,, ｢アランサワーシ-J に-ついては,同 じ ｢アユタ

ヤ僧位録｣の中に,｢ワッ ト･ボー トラーチャデーチャ (7Lmh諭 1別M と)0)プラプ ッタ-チャ
■′

ー ン (附とYJ.rl61可17日 )は,アランヤワ-シーU)チャオカナ ･クラ- ング (chaokhanaklang

8) m.1丁8 :1923(1),p.15

9)所論 附諭 Tm諭 附叩 帆満 目1諭 冒8,絹 urJ詞′- ･1/Jm 諭 雨 um 即 "弓血 n.… Ⅵ1,
2466(1923)

10) pl.178 :1923(2),p.32
ll)拙稿 ｢タイ語又献について(2)｣ 【陳 南-JJジア研究』第2巷第1号 (1964年9月)p.23
12)拙稿 ｢タイ語又献について(3)｣ 『東南アジア研究』第2巻第2号(1964年12月)pp.67ff･
13)IlyadeuxsortesdeTalapoinsaSiam,Commedamstoutlerestedeslndes.Lesunsvivellt

danslesBo主setlesautresdaロslesVilles･-(DelaLoubとre:1691,TomeI,pp.438)

14) ∩71川 31ごtJ71昌111 :1962,vol.2p.189.

15) pt'173 :1923(2),24-32
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カ-マワ～シ-左部

チャオカナヤイ 1名

首都に住むプララーチャーカナ 17名

地方に住むプラクルー (22国)24名

プラクルーを欠 く諸国 26カ国

アランヤワ-シー

チャオカナヤイ

プララーチャーカナ

カ-マワ-シー右部

チャオカナヤイ 1名

首都に住むプララーチャーカナ 17名

地方に住むプラクルー (26国)56名

プラクルーを欠 く諸国 20カ国

し前 Rmtna13)に して,止観を修する憎のサン

ガ(耶ご朗読1… Oと摘 ulPhrasongfaisamatha-

wipatsana)を統轄す｣16),｢モ-ン人のプラクル

ー,チャオカナ,ラーオ人のプラクルー,チャ

オカナは,すべてアランヤワ-シーに属す.止

観を修する僧のサ ンガに属する憎は,首都に在

る者 も,南方 ･北方の諸国に在 る者 も,森林の中

に住む者 (瑚山1鵠 … ynnaipanaidan)

は,ことごとくアランヤワーシーに所属｣17) と

あり,この記述か ら,｢アランヤワ-シ-｣が,

(1)地域を問わず,森林の中に住んで止観の修法

を行ず るすべての憎 と,(2)ラ-オ人,モ-ン人の

僧を統轄するサ ンガであったことが知 られる｡

一方,｢カーマワーシー｣についてみると, これには ｢左部｣と ｢右部｣の別がある｡ ここ

で,｢左右｣の意味を知 るために,同史料の記述に基づいて, 左右 それぞれの ｢カーマワーシ

-｣に所属す る諸国名を,整理すると,次ペ-ジの表のようになる｡

表に示 された国名を,地図上に位置づけてみると,カーマワ-シー左部に属する諸国は, ノ

ンブ リーをのぞ くと,すべてアユタヤ以北に存在 しているのに対 して,右部の諸国はおおむね

アユタヤ以南に位置 していることがわかる｡ すなわち,カーマワーシ-左部の諸国は, ノンプ

リーの一例をのぞき,いずれも,Krom Mahatthai所管の ｢北方諸国｣(mdangnda)に一致

し,右部の諸国は,タ-チン回,メェクロン ･クェ-ノ-イ河およびバ ンパ コソ河流域地方を

のぞ くと,すべて Krom PhraKalah6m 所管のいわゆる ｢南方諸国｣(mdangtai)および

Krom PhraKhlang所管のタイ湾沿岸諸国に対応す るのである｡18)

ラタナコ～シン期に入 ると,カーマワ-シー左部 ･右部 という区分は消失 し,かわって ｢北

方部｣(khananda),｢南方部｣(khanatai)という新区分があらわれる｡19) これはおそらく,

アユタヤ期におけるカ-マワ-シーの ｢左部｣と ｢右部｣を,それぞれ継承 したものと見 るこ

とができよう｡

16)ibid.,p.26

17)ibid.,p.27
18)これは,phramahathammar豆chaの時代に,カーマワ～シ-が2分されて今日に及ぶという ｢勧親筆

本年代記｣の記述を裏付けるものである｡ (耶 ご71qM 所1つ附門 前耶 ご71q崩mm1Ld引 1,niれm l1

(1m言… 1円;),1962･pp･206f･なお Wales:1965,p･241参照)｡アユタヤ時代の統治区分にかんし
ては,拙稿 ｢アユタヤ王朝の統治範囲を示す 『三印法典』中の3テキス ト｣ 『東南アジア研究』第6巻

第2号 (1968年9月)pp.135-164,とくに pp･156f･参照.

19) で川M _Pl.178 :1923,passim.
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蓑 左右のカーマワ-シーに属す る諸国の リス ト

カーマワ～ シ-左部 l カーマワ- シー右部

プラクルーを持つ国 rプラクルーを欠く国 F プラクルーを持つEg Fプラクルーを欠く国

Prantapaprathet

Lopburi

P五km6k

Wisetchaich畠n

Nonthaburi

Thonburi

Phromburi

lnthaburi

Sankhaburi

Singburi

Chain云t

Thamm豆mdn

Uthaith孟ni

Man6r6m

Nakh6nsawan

Phitsanu16k

Chums6nsamdaeng

Chumsaengsongkhr豆m

Nakhontllai

Sukh6thai

Saw豆ngkhaburi

Nakh6nr豆tchasima

Samkh6k

Nakh6nchum

Buachum

Kamphr豆n

Chaibad豆n

Saraburi

Th云r6ng

Nangr6ng
Phim孟i

Chithep
T云k

Chiangth∂ng

Ch6mth6ng

Samutpr豆kan

Chonburi

Sakh6nburi

Samutsongkhram
Phetburi

K豆nchanaburi

B云nglamung
Ratburi

Ray6ng
Kr孟t

Sisawat

Saiy6k

Klaeng

Nakh6nN豆yok

Chachoengsao

Pr云chinburi

Chantllaburi

Nakh6nsithammar豆t

Thaはng

Takuap豆

Takuathung

Chaiy豆

Prasong

Langsuan

Phatthalung

Nakh6nchaisi

Suphanburi

Prasae

Ch;卜an

Kui

Pr豆n

Pathiu

B豆ngson
Chawi

Songkhla

Uthumph6n

2. 『1世王年代記』 の小暦1144年寅年第 4年 (A.D.1782年) の条によると, 1世王は,

即位後行なった功臣の論功行賞に引き続いて,サンガoj幹部である phrarachakhanaの入れ換

えを行なっているO すなわち,タ-クシン王によって降等を強いられていた高僧の名誉を回復

し,逆に,タークシン王に-つ らって地位を得た高僧には,降等あるいは還俗を命 じた｡20)

1世王当時のサンガの上級管理職は,次ページに表示 したとおりであって,それぞれに国王

から欽賜名 (ratchathinnanam Tl満 帆1m)が与えられていた.21)

これらの6名につづいて,欽賜名に thamma という譜を持つ ｢タンマ位](°hanthamma),

同じく thepの入る ｢テ-プ位｣(°hanthep),ratchaの つ く ｢ラーチャ位｣ (°hanratcha)

′ 1962,pp.28ff.20) 爺Ⅵnn8月:

21) 紬 M 一m.1TJ:oP.cit.に基づき作成O
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職 名 l 欽 賜 名

SomdetPhramah豆sangkhaparin豆yok

ChawkhanaYai,Khananda

ChawkhanaRang.Khananda

ChawkhanaYai,Khanata主

ChawkhanaRang,Khanatai

ChawkhanaAranyaw云si

ChawkhanaRong,KhanaAranyawasi

SomdetPhrasangkhar豆t

PhraPhutthakh6S豆ch云n

PhraPhimontham

PhraPhannarat

PhraThammaudom (Thammakhodom)

phraPhutth云ch豆n

PhraPhrommuni

の高僧各数名がいる｡

(例)

Chanthamma:phraThammachedi,phraThammatrai16k

chanth卓p:PhraThepm61号,phraThepkawi

chanr云tcha:phraRAtcham6li,phraRatchamuni

これらに,°hans畠man (平位)の高僧を加えたものをもって,phrarachakhana という,

高僧ojquorum が形成された.phrarachakhanaは,それぞれの位階にしたがって, 一定数

の thananukrom mul叩 引 (従憎)をもつことが許されていた｡

Ⅱ 国王の仏教 r擁護J (その 1)

前述 したように,これらサンガの構成員である僧侶 (ビク,サーマネーラ)は,譜の真正の

意味における ｢出家者｣であって,一般人の行なう経済活動にいっさい関与することができな

い｡ 在家者による食事の供養に生命o)維持を依存するという r乞食｣の思想は,その建前を く

ずされていない｡したがって,在家の側からの供養のあり方は,出家者集団の存在株式と根底的

なかかわりをもつものである｡ 在家者に対するサンガの経済的依存関係は,サンガの規模の拡

大とともにますます増加 し,緊密化せざるを得ない.国王によって代表されるところの国家に

よるサンガの組織的かつ持続的援助は,サンガの安定的存在にとって不可欠のものとなった｡

本節においては,まずラーマ1世王による仏教 ｢擁護｣の具体柏を,その支援的側面から検討

する｡

(1) 寺院の建立

サンガの物質的基礎は,僧o)生活o)本拠として0)個 々U)寺院 (wat)である｡ 寺院oj建立は,

建立者に大きな功徳をもたらす善業と信 じられているため,歴代の土は競って寺院の造営を行

なった｡

｢1世王年代記｣には,同王のプラチェ トボン寺の造営について,つぎのような記述が見え

ている｡
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｢小暦1151年酉年第 1年,すなわち1世王の治世第 8年 (A.D.1789年),国王陛下は,古寺

ワッ ト･ポーターラームの荒れ果てたさまをみそなわ し,これを修復 して旧に倍する麗 しい伽

藍を建てようと思い立たれた｡ 起伏一様ならず,水溜 りの多い境内は,20,000人を徴発 して土

盛 りを命 じた｡ しか し1,2年を経ると,ふたたび凹凸を生 じたので,これをならすため,250チ

ャン15タムル ン(-20,060バーツ)uj御内宿金をもって用土を購い,整地を行なわせ給 うた｡｣22)

プラチェ トボン寺修復の事業は,小暦1155年 (A.D.1793年)の本堂再建着工をもって本格化

し, 7年 5カ月28Hを費や して完成,小暦1163酉年第 3年 (A.D.1801年),1,000人の僧を集め

て落成式が挙行された｡この工事のために下賜された御内努金の 総額は ｢3,785チャン6タム

ルン (302,824バーツ)に上 った｣23) と言 う｡

ラーマ 1世王によって,建立 もしくは修復された寺院としては,このほかに,ワッ ト･サケ

ド,ワッ ト･ラーチャブラナ (旧名 ワッ ト･リァップ),ワッ ト･ラカン (旧名ワット･バ ン

ワ～ヤイ),ワッ ト･クー--サワン (旧名 ワッ ト･サーラー),ワッ ト･プラップ,ワット･

トー ン,ワット･サモーラーィ,ワッ ト･チュン,ワット･タ-イクラ- ト,ワッ ト･コーク

ラブ一,ワット･スワンなどがある｡,24)

(i) 土地と寺奴矧U)寄進

サ ンガが,このような人規模な営造物を維持経営 してゆ くためには,相当の経費と人力とを

必要とすることは言うまでもない, . しか し非生産的なサンガは,このような資金を自力で調達

する方途をもたない,J国L:.は,そこで Phra,dram Luang と呼ばれる土JlJ寺院維持o)ために,

上地と労働力 とを寄進するの/J打つねとした｡ これが ｢寺領地｣(th(-)ranisongBi元日は'/)と,｢寸

奴坤｣(kh豆pllrai/lY17とy(-)mSOng右仙郎TJ')である｡｢寺敵地｣とは,国王によって,特定の寺院o)

貢]圭として下賜される土地 (石高u17'¶1)であって,その 土地か ら生ずる収益は, すべて所有

者たる､鞘封こ帰属 した｡ ｢寺奴始り とは,特定uj対抗に隷属 して,その 使役に服 し,また ｢寺

領地｣の耕作を行なって,寺院に所属する僧侶の食糧を生産するため,国王によって寺院に寄

進されるところ0)一郎の男女を指す｡通常 25家族以上が寄進された｡ ｢寺奴牌｣は,寺院に帰

属する払奴碑 という意味で IL-,k wat とも呼ばれ,またサンガに 隷属す る一族と言う意味で

Phuaksamanakhruaとも呼ばれた｡｢寺奴碑｣は,守(狛 こ ｢絶対的に｣(detkhat)隷属する

持味U)ブル-プであって,[哨 三の歳役 (kendt-lan),貢納 ((kensuai),兵役および雑徐 (k百n

khaw rapr(--1tChakEln)からすべて免除され,寺院の用役にのみ したがった.25)

rl世 j:.if:.代記｣によればプラチェ トボン寺院に対 し,ラーマ1世王は,仕丁16名,saman(-)I

r′

22) 覇yJnm綿,op.lit.,pp.231f.

23) ibid.,p.237

24) ibz'd.,p.301

25) 爪印 um m'1711,1967R'lNh Tl一円
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khrua26)124名の ｢右腕に入墨をほどこして寺奴婦として寄進 し,ルアン･ピタックチンシー

らにこれらの寺奴碑と寺院の管理とを命じ｣ているが27),他の王立寺院に対 しても,同様の援

助が与えられたものと考えられる｡

(3) Kathina衣の寄進●

ラーマカムへン王の碑文には,スコータイにおけるカチナ衣の寄進の模様が生き生きと描写

されている｡ ｢雨安居が明けると,カチナ衣裁断の行事が,1カ月間続いた｡カチナ衣の裁断

式には,子安且の山,果物の山,供花の山,座具,寝具 (の寄進が)あった｡ カチナの祭の供

物は,毎年200万 ビアにも上った｡｣28)

カチナ29)とは,毎年雨安居を終えたビクに対 して,在家の信徒から,僧衣用として寄進され

る木綿布であるが, この寄進は一定の方式にしたがって行なわれる｡ 上に引用 したラーマカ

ムへン王 碑 文 は スコータイにおいて,カテナの儀式を機会として,200万ビア に上 る供 物

boriphankathinu言叫1unか の寄進が行なわれたことを記 しているOタイにおいて,カチナ衣の寄

進式とは,サンガに対する在家者の,経済援助の補助手段の定型化 したものと言ってよい｡国王

が大規模な行列を従えて主要な寺院を訪れカチナ衣の寄進を行なうと,これにならう善男善女

が多額の金品を寺院に寄進するという習慣は,今 日もなお続けられている｡1世王当時のカチ

ナ衣寄進の儀式については,｢1世王年代記｣の小暦1170年辰年第10年 (A.D.1808年)の条

に,次の記述が見えている｡30)

｢また,シーサマンタチャイと名づける玉座などを据える御座船および (舟行列に加わる)

護衛船多数を建造 して,大がかりなカチナ衣寄進の舟行列を行なうことになった｡ 陛下の寄進

されるカチナの衣と年ごとの三衣31)とは,ルア ･キン,ルア ･エーカチャイ (という2隻の伴

船)に積み,王族,貴族ら高位高官には,それぞれに趣向をこらした船を仕立てて行列に加わ

るよう命じたところ,鰐の船あり,且を形どった船あり,魚の船あり,様々の水にすむ動物を

摸 した船あり,色とりどりの船が,各種の楽器を持ち込んで都を一巡すると,古式にしたがっ

て国王陛下御自らカチナ表の寄進をしたもうさまは,まことに賑々しいかぎりであった｡｣

(4) 常施食 nitayaphatの給付

前述 した phrarachakhana など, サンガ内に一定の役職をもった僧,およびパーリ語の試

験に合格 して parianという資格を許された僧侶には, 少額の俸給 biawatが与えられていた

が,この慣行は1世王のとき改められ,代 りに飯米が支給 されるように なった｡ ｢1世王年

26) 前述の samanakbruaの意であろう｡■ノ
27) 箭Ⅵn了つ絹,oP.Cit.,p.237

28) [7滴 田山1m :1957,p.8
29) Horner,Ⅰ.B.,Thebookofthediscipline(Vinaya-Pitaka).Vol･Il,London,1957.p･5n.1･

■ノ
30) 覇Ⅵmつ綿,OP･cit･,pl299
31) LIvlTm司の訳｡
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代記｣にはこの間の 事情を つぎのように しるしている｡ ｢なお また, トンブリ王の御代には

rach云khana,than豆nukrom,parian らが,役人同様 biawatを受けていたが, (1世王は)こ

の慣行を不適当と思 し召され,(これを廃止 して,代 りに)月々 nitayaphatを下賜されるよう

改め給うた｡｣32)

nitayaphatという語は,パー リ語の niccabhatta｢常施食｣に対応する究 ･巴混成語 nitya･

bhattaのタイ靴音で,｢国王によって,毎月僧侶に下賜されるところの飯米｣33) を意味 した｡

給付された飯米の量,給付の方法などの具体相についての詳細は不明であるが,衣と住とに不

自由を感 じる度合の少ない僧侶にとって,飯米の供給が安定的に保証されることは,大きな特

権であったと言えよう｡

(5) 課役の免除

DelaLoubとre は,僧侶の享受 した大きな特権として ｢6カ月の揺役から免除される｣こ

とを挙げ,こうした特権階級の人数を減 らすため,時折 り,僧たるにふさわ しい知識の有無に

ついて試験を課 したと述べている｡34)また N.Gervaiseも,僧侶の最大の特権として toute

sortedetributs& dechages(sic)publiquesからの免除をあげ,この特権のために,か く

も多数の僧侶が発生するのである,と結論 している｡35)

アユタヤからトンブリ一朝にかけて年間6カ月であった壮丁の揺役期間は,ラーマ 1世のと

き4カ月に短縮されたことが知られているが36),僧侶に対する揺役免除の慣行を変更する特別

の理由があったとは考えられないので,この慣行は新王によってそのまま踏襲されたものと考

えられる｡後述するように,1801年の ｢サンガ令｣の中に,強制還俗を命じられて寺を離れた

僧の腕に入墨を施 して揺役に服させるという記事が見えるのは,この推定を裏書きするものと

言えよう｡37)小暦1172年午年第 2年 (A.D.1810年)の-布告38)は,過酷な課役に耐えかねた

農民が逃散 したことを記 しており,その意味で,僧侶に認められた課役免除特権の持つ意義は

きわめて大きい｡

(6) 寺院の警備

小暦1147年に発布された-布告39)は,仏法の繁栄を希求する国王が,衆生のため,自ら,ある

いは高位高官にすすめて,仏像,仏塔伽藍の製作建立を行なったにもかかわらず,心なき悪人

共が,僧侶の無抵抗,無防備につけ込んで,寺院の 略奪を ほしいままに している状況を嘆い

32)覇Ⅵ∩7つ謡, OPICit･,p.32

33)Bradley,D.B.,DictionaryoftheSiameselanguage.Bangkok,1873.p.3361.

34)DelaLoubare,op.cit..p.115
35)Gervaise:1688,p.190
36)拙稿 ｢タイの径役制度の一考察｣ 『東南アジア研究』第 6巻第 1号 (1968年 6月)p.50
37)後遠 p.■ノ
38) 爺Ⅵ∩了つ8れ OP･cit･,pp･382-387
39)前掲新勅令 No.13
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て,｢こののち,(首都警護の任をもつ)クロム ･プラナコンパーンと,(各地方の)チャオムア

ン･クロマカーンとは,それぞれの管掌地域を巡回 して,仏像,仏塔を損壊する者を捕え,普

た,僻地の寺院については,村役人 (phannaiban)に命じて,近傍の村民に,交代制で,守

院の警備にあたらしめ,もし仏像,仏塔を荒す悪人をみるときは,これを捕えて上級の役人に

引きわた し,法にしたがってこれを処分せ しめよ｣40)と命 じている｡

これまで述べてきたのは王権のサンガに対する積極的援助だが,この布告に見 られるような

外敵の侵入か ら寺院を守るという保護行為も仏教 ｢擁護｣の一つに数えられるべきであろう｡

(7) 第 9次結集の後援

1世王がサンガに与えた援助 の中 で,もっとも著名な ものに,｢第 9次結集｣の後援があ

る｡41) ｢第 9次結集｣とは,1788年, 1世王の提唱によって行なわれた, タイ国 所伝の全三蔵

経の校訂作業であって,218人の学僧と32人の学者が動員され, 満5カ月を費や して完成を見

た｡ 校訂を終えた経典は,これを貝葉にうつ し, 峡の上下を黄金で飾ったいわゆる ｢黄金版｣

(chabapthong) が製作された｡ 1世王は,この ｢結集｣の事業完成のため異常な熱意を燃や

したらしく, 5カ月の問,毎 日朝夕の 2回,朝食の供養と供花のために自ら作業場にあて られ

たプラシーサンペッダーラーム寺院を訪れ,関係者の苦労をねぎらったと,年代記ほしるして

いる｡42)この結集に要 したいっさいの経費は,すべて王室の御内宵金によってまかなわれた｡

Ⅳ国王の仏教 ｢擁護｣ (その2)

以上,国王によるサンガ ｢擁護｣の支援的側面を具体的に眺めてきた｡これによって,サン

ガの物質的基盤が,国王の支援に大きく依存 していた状況を知ることができよう｡43) しか し,

サンガ ｢擁護｣の支援的側面は,国王のサンガに対する関係の一面を示すにすぎない｡

40)KTSD,vol.5,pp.244f.
41)プラピモンタムの 『結集史』による ｢結集｣の回数はつぎのとおりである｡

次 数 l仏 滅 後

1

2

3

4

5

6

7

8

7日

loo牛

218年

238年

433年
956年

1587年

2020年

場 所

ラージャガハ

ヴェ-サーリー

パークリブトラ

アヌラーダブラ

アヌラーダブラ

アヌラーダブラ

プラッテイママハーナガラ

ナビ-シーナガラ(チェンマイ)

後 援 者

アジャータサットウ王

カ-ラーソーカ三L

アソーカ王

デーヴァナンビヤ･ティツサ土

ヴァッタガ-マニー･アバヤ王

マハ～ナ-マ王

パラクラマバフ王

シリグンマ王
■′

42) 爺Ⅵn了つ8円,pp.168E.

43) このことは phra豆r豆m luangと呼ばれるところの ｢王立寺院｣についてしかりである｡それ以外の
寺院については,その建立 ･修復等に貢献した在家信徒-王族,貴族,地方豪族,名望宏一などから,
同種の援助が与えられたものと思われる｡
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1世王によれば,サ ンガとは,｢世の人の福田であり,そこに信仰の種子を播 き,布施を行な

うことによって,善果をもたらす ところの最上の田｣ し小品 umL揃 っ1附= 小品 u諭 Srn'1n1-

1u描 uL茄ul苗最 卵 =1mvLnq例日田山 首u別1∩ たるべきものであり44),サンガをか くあらしめんがため
qt'qL

にこそ,｢御内借の寸は り,多額の≪四資具≫をサ ンガに寄進｣するのであった｡45'(LM甲 州 附 8

m とTl最 前1品 ｢｡耶ご71仰 lw山 繭 mnL最 中 前- 口つ1州 とnn) しか し同時にまた, ｢首都

の内外,諸国にあるサ ンガが,正 しく戒律を遵守するよう教戒 し給 う｣のである｡46)

LL∴.ihrl}=∴ l;工 1--1町 心 .LL･:～.LJ:I.11･･工 ･:･r･.:::.--I:- -∴､芦･･･､･tMN ,Z･･･-･:JF一‥‥.:J-･･'-･㌧∴いい二日

附 ご111品1山∩痛 っ了言m言即 柑)国王のサンガに対するこうした ｢教戒｣行為は,サ ンガが清浄であ

れか しとする,国王の希望の表明とも見 られようが,国王の背後に存在する強大な政治権力を

考えるとき,サ ンガにとってそれは大きな威圧であり,ときにはあか らさまな介入 となって現

われたのである0

本節においては,｢サ ンガ令｣を 中心 とする 『三印法典』のテキス トに即 しつつ, 1世王に
●●●

おける仏教 ｢擁護｣の,制裁的側面を検討 したい｡

さて, 1世1=.にとって,｢仏教とは戒 と同義｣附とnm n痛 っ言弓1肌詣巌1mと… ul)47'であり,

｢ビクの宗教は,その持戒の正 しさにかかっている｣ (nul附とnqnYm川すご侶m n叩 四 m8㌔附 1仰
■=ゝ

轟 1mと狛約1品 句恒 1品 148'のであった｡｢サンガ令｣全10荒は,持戒の衰微に対する王の慨

咲,教戒,破戒僧に対する警告 と断罪の記事によって満たされているといっても過言ではない｡

サンガにおける持戒の弛緩を もたらしたものは何であったか,王はその原因を,新参のビク

の教育をなおざりに した責任ある僧の怠慢にあるとし,これを非難 した〔 ｢今 日,ビクは持戒

をなおざりに し,互いに教戒 し合 う努力を怠っている｡ひとたび得度を与えれば,その新参僧

を,まず和尚の手許にとどめおいて監督するという責任を果たさず,気ままに放浪することを許

している｡｣(uMqn廿叫 nT品 ご耶ごろ1山浦 前 石1巌 弟品Lmdm晶 扉1甘最Ina･1諭 諭 n-1/lLL1

前nd完1斉描 廿血 uql描 一両Rm州 別円押 了ごn｣而 可17m'fm 田端 L崩ml諭 症1川轟 ‥ .)49)I

しか し,ビクとして具足戒を受けた者はまだよいほうであった｡ 中には20才を越えていなが

らサ-マネ-ラの身分にとどまって寺院の規律を乱す者が多数存在 した｡ これ らの ｢成人 した

サ-マネーラたち ｣ (menyai) の存在を放置 してお くことは, 世人の信仰の障害のもととな

り,ひいては仏法oj衰微に つ らなるものであるから,ただちに 排 される べきものであった｡

｢サ ンガ令J第2の 1節は,つぎのようにのべて,不法のサ-マネ-ラの処分を命 じている｡

44)｢サンガ令｣No.2,KTSD,vol.4,p.171
45)ll)(.(.it.

46)lrノ(･.(.il.

47)ibid.,p.170
48)lot.cit.
49)｢サンガ令｣No.3,2'bL'd..p.177
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｢･･･国家の安寧を危殆に陥し入れるこれらの不法の徒は,多 く年長のサーマネーラ共である

- (よって)もし具足戒を受けるべき年齢に達 しておりながら,受戒を願い出ず,放浪の生活

を続けるサ-マネーラのあるときは,ただちにそれを捕え,本人とその師僧およびその親族 ら

をきびしく罰せよ｡｣

伽 ∩山 - 1血 流 前 uqvL品 山肌 揃q'･- nvltL肘 川し叫 偏 1両 岬 M LL描 品っ品 っ1T

L禰 描 巌 匂1前 m LmTLL絹 前 句1m 町 嗣 れ耶 m vn)50'

19世紀の末葉,タイの東南部地方を巡幸 したラーマ5世王 (1868-1910)は,地方の-僧侶

の説法の席に列 してその法話を聞いたとき,説法の内容が御伽噺と変わらず,仏法の真髄とへ

だたること遠いことを知ってその実情を憂え,仏教教育の必要性を強調 しているが51),さらに

100年を潤った1世王当時のサンガの状況は さらに劣悪であって,僧の説法は,民衆のなぐき

みに堕 していた｡

｢いまや世上では,『ヴェ-サンタラ.ジャ-タカ』を,尊い教えとして崇めることを忘れ,

いたずらに無益な戯言のみを追い求めている｡ (ジャータカを)説法 する憎の中に,経典を正

しく学ばず,その荒筋のみを野卑な俗謡に仕立てては,面白おかしく民衆にうたいきかせ,ひ

たす ら己の利養のみをはかり,修学を怠っている者のあるは,まこと伝法を乱 し,衰微へとみ

ちびき,尊いみおしえを世の人のあなどりの的と為すゆえんである-･今後ジャータカを説法す

る僧も,これを聴 く在家の信男信女たちも,すべて善果のもととなるパー リ聖典とその古注に

正 しく従うことをもって旨とせよ｡｣

(u… 九 品 ul山 と｡171町 南山 田18℃18歳 附と抑 しっ硫 附 ql即 競1品 つ1滴 しっ諭 揃 LU… TM 17とつと1-

巾 は1udnvM '1悶 ∩… 88品 m 仙 n M川式1mv m とMu:由 比の品 ul由 m nm 損 1し言… Tn m 鞄 nl緑
j' q′d勺
uJf)的 1刈山 田;i)ULmm l化∩田f]TJ LL前 nd別1盲1LLV18品 M.rlPl田∩Ⅶごuf)8m 1諦 1 川TJLtPi田1Sl鮒 17L田Mm m m蒜の

浴 :･緑 !J揃 1.･･ n'lchlly.･51-,lf.- 'uLtq.i..A.･':;里 Wh .A,心 ミ… 1- :677M r..M - LL･'.'jLi､nlJti;,･7･･J.

I/ 〉 と o
揃 7ごM u:ilu朋Ⅵ了と閃 丁… 机 1 u約 1脚 甲 州 M l¶1qm ln訓 鵬 1LL帆 ｣笥流し流 1m m とM m mLm Tm

mか 11品 毎 Tmmvつ… 81誠 鋸 52'

持戒の弛緩 した状況を,もっとも具体的に例示 しているのは,1801年に発せられた-布告で

あろう｡53)

｢今やサンガは--･不正を行ない,無恥の徒となりはてている｡ すなわち,各種の酒を くら

50)2'bid.,p.175

51)ワテラヤーナワローロット親王宛の5世王書簡 (1887年10月2日付)

w S71¶赫 nLM IW- 1nM dy･j7轡 - ∩前 石8品 m qm 仙 1首- 晶勺- Ⅵ1紬 mL抽 - 肌 石叩 仙～

つ1門示,nT.M m'
52) ｢サンガ令｣No.1,ibid･,pp･167ff･

53) ｢サンガ令｣No.10,ibid･,pp･224ff･
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い,非時に固きものを口にし,ときには夜半にも食事をな し,ある者は三衣,鉄鉢を売 りはら

って トバクにふけり,自らは衣をまとわず,サーマネーラと偽 り,剃髪 日に一度ならず髪を剃

らず,昼な夜な出歩いてはコーン,ナング,フン,ラコーンなどの見世物を見物 し,在家の婦人

と交わっては野卑な会話にふけっている｡ 役人や在家の人の,美貌の少年を見れば,甘言をも

ってこれを連れ帰って手許にとどめおき,抱擁 し,口づけし,どこへ行 くのにも連れ歩き,読

ってこれに着飾 らせ,ldksawadi,ldksutchai,sitraningrat,yanatなどと名付けている憎も

いる｡ そしてこのような少年の奪い合いが,果ては梶棒での殴り合いとなり死人を出し,取 り

調べたところ,真実そのようであり,多数の梶棒が押収されたこともあった｡

またある者共は,外国の船が入港するのを見ると,ひそかにその船を訪れては,シナ人,チ

ャム人,西洋人の問に入 って騒 々しく愛玩用の品を買いあさり,いたず らに異教徒のあなどり

を買っている｡

ある者は,シナ人,インド人の店に出かけて絹布を購い,これをオレンジ色,桃色に染め上

げて,肩布,上衣,下表,肩衣,腰帯:柿, 小 布 ,内衣として身にまとい,ニッサキャパ～チッ

ティヤの罪を犯 している｡

ある者は,朱色の衣のみをまとい,またある者は薄汚れた衣をまとい,腰帯を しめる時もし

めぬ時 もあり,頭を覆い,煙草を くわえ,耳に花を飾 り,俗人さながら,気どり歩きをする｡

ある者は,プラブックバー ト54)に巡礼するのに,護符を身につけ刀を手にするさまは,まる

で盗賊さながらである｡ プラプッタバー トに到着すれば,群をなして警戒にあたり,日中は洞

窟に入 って大声で歌い踊り,女共をからかい,夜になれば,頭を覆って,俗人と同じように,

手拍子にあわせ歌をうたう｡

ある者は読経師であって,≠プラマーライ〃を所望されると,パー リ聖典にはしたがわず,イ

ンド,シナ,安南,モー ン,西洋と,さまざまの調子でこれを歌い,歌い終えれば菓子をほお

ばる｡｣

I.L:.,A.::.… l･;｣寸 -- 壷 -,････-:､-･･‥:I:.･､い ∴ ･日 吉 いI.:.lm r.'t･r･.t･.∴ ,一心 ∵ミ∴ 一 m ;I.:･t,･l･;:.rmiI･･L-･･･

Lm nl的 1日LL田∩証 し石肌百日 式1桁 誼 附弓っ丁 [m 01鯛 m舶 m "d句um im7 1山1品血 日清n最 auv11抽

ri-,.･J/mi前 ､･･.雨 .･: J.:rl隼 ･･.I-L･.:;･･.'こp･i;二･･JL･JL,r･･p∴l∴諒 ･･L二… ･･上 1:!･･..-.L･=:- ･･け 1-LEm 一･t･JU･.:･コー小 二～

81前 lLm … Lmn笥∩拓 ｢｡nlTm l再 と… 1仰 再 1叩棚 品 種 叩 ∩言w a'- vnm m 1五 品 ∩包内ヨU痛 -

前 端1摘 朋 11品 U LL揃 諭 偏 つ的 丁と｡つ諭 し冒m '1笥∩示つ壷 ∩描 掃 .臼附 壷 前 日1描 ud石 8q 1

｡i, .d レ d3
高 石前 編 可17m瑞 前 山諭 し仙 揃 mn nunm 句読 山川田1諭 附 川つ｡榊 は甲田刊u川扇 1Lm 仙 川1町 nm

Lnq'm u痛 1Lm W m 競 1W L古山 M 諭 1品 1貢ぐ品 宗臼丁岩石約 -1日何歳Nnd"d拓 附 川つnndim-'m ㌫ 品 川 川 丁.

54)中部タイのサラブリ県にある仏足跡寺｡古来巡礼地として著名｡
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Tmlml'wm u諭 M n;lu弓舶 仙 Lm 前 項 品 m露1弓っ丁細 れ 諭 円耶 1m岬と繭 とmSn'1L… 冒比細 流 別宅

中的 試論 8日1血 山川m召捕 叫 nmt- 1川つ∩坤 血 u郎 叩 Vm句dM 山諭 晶 ∩恒 1山前 打順薄緑 18

.y
1"'円1夙{mR品 8円押 冒瑚 UU,諭 誼 お品明 し扇了諭 し蒜TnTIM ln叫 叩 ご71つ1- 1川つ南1m∩- 了叩 6-

L苗W1- の∩ご痛 附加 油 壷 附 壷 nTと岩石叩甘明叩つn玩 石川丁叩 肌1nu前甲 仇 L仙mnrn田18九品 ny11

品8日円8品 由 - Um石nl nm8昌諭 押 宇内洲 1流 石っ諭 8鵬 瑞 の可刊と71つ1V al由 m nLm uvn示つの¶

才
晶 吋 - ∩石- つ州 丁と誼 M l南 っ諭 8… L㈹ 円つ1別mm 議論… ilN.1LLqn弓Nqつu"叩 L前前 甘1即石引¶-

n飢Ndu血 LNd誼 tJn前日Buf)描 NqU11

ビクの中にはパーラージカの第一である女犯の 大罪を おかす者もあった｡｢サンガ令｣第 9

布告 (1794年)は,女官と密通 してこれを学ませた-僧侶についてつぎのように述べている｡

r寅年第 4年陰暦 9月自分 9日 (1794年 8月 5日)のたそがれ時,ナ-クラ-ング寺のプラク

ルーであるマ--シンは,アパイティベ-親王の女官ウングの許にしのび込み,ひそかに不義

を働いていたところを捕えられ,取調べの結果つぎの事実が発覚 した｡ すなわち,マ-ーシン

は寅年第 4年陰暦 7月以来,数回にわたってウングと密通 し,ついにウングを肇ませた｡かれ

はもはや戒に任せず,いや しいパ-ラ-ジカの 罪をおか し,≠道の人/'とは 呼べないにもかか

わらず,自ら tl道の人'Yと言いはり,不正を秘匿 してサンガの行事につ らなり,和尚の補佐僧

として,13人もの人の得度を受けさせていた｡｣

仙ご九 fよ 砧 1品 RnL- - 右 - 1封品 t- 丁叩 桝 1nna1" 同相 m m 宮前 田端 ｡丁捌

t諭 73品 aluL閃し弟前句前石tM 荊 親 杭 L仙 揃 '- m召捕 細 川叩 uMvl霜 油 LTIL血 石肌 召…

I: <E ～ I,
品 … 1m- 附- 8- 別電nm 岩肌 1m ln言n¶1ML… 71石∩… nlm 叩 百… ul嗣 仙 細 山と廟 1m

miltuu紬扇 の円つ1品 17 品 前nT諦 前剖nT諭 五 百nn画 伯とm mnJ LlJ廟 帆 つ 附 加 048
ヽ

a,m 山 晶 ...) 55)iT

サンガは,戒律にしたがって自らを治めるところの 自治 団体であって,｢もし破戒のビクを

見るときは,互いにいましめ合い,制裁を下 し,戒律に したがって処分する｣56)

(品 MN1.1可と"～- 露∩¶前 門 1日論 うInal1つ前損 叫 ∩廿11Ⅵ廿諭 し以前 LL盲端 召uhna'1つ… 耶 =弓1両1

のが建前であった｡｢サンガ令｣第 7では,サンガ内部の争いの調停のため,国王に直訴す る

ことを禁 じている｡57) しか しながら,サンガの自主的処理能力を越えた問題が発生 した場合に

は,俗権の介入が伝統的にみとめられていたとするのがラ-マ 1世王の立場であった｡

｢もしも,訓戒することがその力に余るほどの多 くの悪 しきビクがあるならば,相誘って因

55) ｢サンガ令｣No.9,2'bid.,p･221
56) ｢サンガ令｣No.8,ibid.,p 207

57)ibid.,pp.195-206
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王陛下にその旨奏上すれば,王土の守護者である陛下は,仏法の護持に心を くだ く大長老たち

に対 し助力を与えるであろうことは,古来の慣行どおりである｡すなわち,はじめ,年長のマ

-ーカッサバを首席とする, 500人のアラ- ンが論争 し,仏法が乱れようとしたとき,相誘 っ

てアージャタサ ットルー王に奏上 した結果王は宗教の擁護者という立場において,最初の結集

を行なって (サンガの)混乱を収拾 し給 うたのであった｡その後第 2次,第 3次,第 4次,節

5次,第 6次の結集が行なわれた｡ サンガ (phutthachak)と,国家 (phraratchaanachak)と

は,互いに協力 して仏教を浄化 し (chamraphl･aphutthas畠sanE-I),よこしまなどクが仏法を害

うことを防いできたのは,以上のとおりである｡｣

t上 T,l･‥､.:｡･.二･,i:.-川 上 .:･..1･ .::... :日 ‥∴ !･.I :∴ し､:J.I .I,＼ .I,･.I,I.川 ...･l.I.∴ . ∴巨 ..A.I:I

tノL' 也l tノtJ
.別m n川 tY附 EJ了∩廿1yけ;TlⅦf]1m1-1∩3- nqm 臼机 mJm 州 すごHM1Lm mL口m Tf)um Tn世1附 とM 帥 1m lL山 脈 ごヽ ▲ ~ ~-i -ヽ ---~ L■日~-.

亡J o ら I′ l tノ q I tノ q
川mH1可1LP13J比PlVほとf)31Mum可1閃17fjE｣ LJMlH｣門1〔戸凋机m L'ilL皿 情 とmllJLUmMF仰rjiJⅥ丁:Jlnt仙∩乍mna11此 丁ごつ1対1 ■

I/ r,

L･･･L:･･LJ･q･.JLIL･'･7r:･･.ここ:- い 芦lI:･㌦し十 ･･,A- :l･.･･.;.･,I..,.- ; .:..一･- ∵ 一･r･一 存 :･し.･L.=li.:nAI.･･･,･m

Ll.:, t.,iFJ∴.i:品 .Vl･.i:' I.1扇吊 !r..:,∴･.㌔､･.･･.lr.･･.. ･ .,.､ ‥ ､汁 ･ ･ .I. - E 章.､.さ._:-::= ‥:.l･･

i.･L::::,l･lm . rl-日.･.∴ .,･.I.. ∴ ･/...･.II. .､二･･∴1･∴ 工 ･..i㍉ ･:j-｢ ミJ.I,.･1 .I.I. 1.,:. 一il二･:､･卜
tノ

鵬 品 扉 1日1日附 とn rlm )1m'/Lm 巾 ごしっ昂冒u 前 石)58)

｢サンガ令｣のテキス トについてみるな らば,ラ-マ 1~世王における ｢仏法の保護｣ とは,

自治F]1体としてのサンガに物質的な援助 を与えるというiFIj極的なもo)にとどまらず,1日二の人の

福mたるにふさわ しい清浄なサンガを実現するために,仏教を ｢骨 化｣(chamra)するという

きわめて積極的な内容をもつものであったことが知 られる｢それは侶台能力を喪失 したサンガ

に,本来的な機能を回復 させるための王権の ｢干渉｣で あったが,工のこの 行為は,｢古来の

慣行｣(prapheni)のFl]に権威を もつところの fJ保護｣(phraboromarEltCh-1Patham)行JT:1とし

てとらえ られるべきものであり,｢宗教の裾 隻苦｣ としての 義務の 遂行と考え られたのであっ

た｡変革の方向は,サ ンガの王 権-の従属ではな くして,あ くまでも,サンガの超冊 牛の回復

であり,その故にこそ ｢浄化｣ といわれるのである｡

｢サンガ令｣の第 2布告は,俗人の師 打を受託 したバ ングワ- ･ヤイ寺の僧 ラックの非行に

関 して発布された布告であるo僧 ラックは,在家の女イ- ･ペ ングの財17I･iを71'iかっていたが･

イ- .ペ ングはのちに不正を働いて処刑されて,その出船 ますべて官に没収されることとなっ

た｡ しか しラックは,イ- ･ペングのIu･iJif.三を受託 した事実を秘匿 していた｡やがて密!告･者があ

らわれ,この事実が明らかになったので ラックは,役人にイ- ･ペ ングの財産を差 し出 した｡｢布

普｣は,この後僧 ラックの行為にな らうどク,サーマネーラが現わjl′ることがないようにと,lil
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家老が在家者の金品を預かることをいっさい禁 じ,違反のビクは,｢盗みの大罪｣(adinadanapえー

rajika)をもって僧籍を剥奪 した上,重苔刑に 処すべきことを定めている｡59)ここでも,サン

ガか ら不純分子を排除 して,これを ｢浄化｣することに力点がおかれている｡ 還俗の強制が,

パーラージカという,サンガの自治原理にもとづいて 行なわれて いることに 注目すべきであ

ろうO王権の ｢干渉｣は,あ くまでもサンガの自治を促進するためのものなのである｡

同様の思想は,パ-ラージカの 摘発を 怠った ビクの 処罰を定めた他の布告の中にも見 られ

る｢｢サンガ令｣第 5は,女犯のパーラージカを 犯 しなが らこれを隠 してサンガの行事を行な

っていた僧マ～,および,ユー老人から甘言をもって金銭を騙 しとり,盗みのパ-ラージカに

触れた僧チュ～らo)不行跡についてのべた上, 卜もしこの布割 こ従わず,四つ のパ-ラージカ

の罪を犯 した事実を秘匿 し,サ ンガの行事に参加 して,仏法を汚す者があるときは--･死罪に

定められた上,財産は官に没収され,その一族は重筈刑に処せ られる｣ と述べている｡

(首1u滝壷 附 とTr扉 1M n押 1品 し流 拓 式中 171石n比諭 1痛 論 比拓 し田山∩捕 Ⅵ揖 有川 u nBl細 雨品 臼

耶 =郎 刊 1緑 灯 佃ulL羅 1Ⅵ… -.可とし句流 し仙1¶論者揃 m LL紺 前 uu｢¶前 L巌 揃 u明 1品玩 m m vn)6｡)

｢サンガ令J第 9布 告は,すでに述べたとおり,女官と密通 してパ-ラ-ジカを犯 した僧マ

--シンの事件を契機として発せ られた布吾であって,上記の第 5布告と軌を一にするもので

あるが,この申に ｢国工が罰を下されることがない仏教の世界をかれの住家とさせてはならな

い｣:そ証 1品仙 別諭 句dl… ご81m 1mm yJ了と∩7号mlm L句11¶trTh)という言葉が見えるのは国王とサン■l

ガとの関係を考える上に示唆的である｡61)

ラーマ1神目ま,こ0)ように,破戒僧を非難 し,これにIF,--Ej我を加える一方,サンガの管理の

貢を負 うプララーチャ-カナや,各寺の住職に対 し,自己の統轄する僧の持戒と修学の監督を

強化するよう呼びかけているo

｢こののち,寺を離れて (勝手に)放浪 しながら,これが自分の任務であるなどと言 うビク

のないようにせよ｡ (聖典 研究と限想o)修業という)二つの任務のいずれをも学ばぬというこ

とが決 してないようにせよ｡ 得度を受けた者は,まず和 尚の許に留めおき,和尚は自ら持戒を

厳に して,かりそめにも放浪などして弟予に真似されることのないようにせよ｡ 仏法の繁栄は

かかって高僧の双肩にある｡高僧たる者は,ビクの教戒を怠ることな く,聖典の研究がふさわ

しいビクにはそれをすすめ,瞑想の修業が適 していると思われるビクには倶恩をすすめよ---

(ただ し)もしビクにせよサーマネ-ラにせよ,心いや しくして教えること難 く,和尚が幾度

さとしてもこれを聴き入れることがない場合には,その者を放逐 して,サンガの中にとどめぬ

59)2'bid.,pp.172-174

60)ibid.,p.188

61)ibid.,p.222
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ようにせよ｡ これは仏法興隆の道である｡｣

･..L･.;;㌫ ふ ;･･.: :V .,.･.; ∴ ;:i十 1..I.し:.､工 了 ･. こ ･.∴ ;. L日薄.∴ .q一･:./･し･.h;I.:!･ill.::.:-し::t.･JT/:誼 .1.･一日｢

-州 ･11･1-･'ILl:･Jy;-t･L--:り:p･ L.･･:.･,∴ ∴ ･!:I･.里 r･･;::-.11･q;I:l･∴t･･- ,:･!･･:､一･;I:･∴･.∫:;NbT-tt･:I,m t･{M l～

.A .き L
TI‥.こ.I.I:-rip.･.Tl､-:･,･t･日脚 1..∴･r1.m.‥..1L:I:･M.W.･り･:れこ.｢､′lt.～:'二･,･'tn.I:I.l･トー戸L.し:LL.h･･Tれ r･晶 ..il.A'-≡∴ I

.m rr､r.J･i'.I.I::I･qr･.ミ･!.∴､rm｡･.:.I.‥･･...･･∴ ･'T-:一･.I/:pい..::I.Jl･::･'- -∴ -YL";.目 し."Lj-:｢･..･･~T.･U:.

こ;- .i･.: :...ll- ､ ～:lL.:. I.l.." _･川 .1･;: .:::..･LH.･･,i:･..モ∩:Im L.I.:∴,1､.I.:.:こ.I..;-了備 品 .ふ r･工,:｣/

I,･1..r…言 :i.･Jfhw こ･-'i.･:t.1･..::..(.lull.:､‥..:.::～::.lllL.･-~I

F'ILIO)管轄下の僧の監督を厳重にするための具体策として, ラ-マ 11肌ま,僧籍簿 (banchi

hangwaophikkhu-samanをn)の作成を命 じt･3),また,すべての情が名前,所属寺院名,和尚名

など,L･記載 し,それぞれの居住地のプララーチャ- カナ,住職などの官印を押捺 した身分紳リJ

害を所持するように定め,他所の佃を 寺附 こ受 け入れるに際 してそU)身許をあらたy)た 仁で入

寺を認めるように した〔641

両 i:_LJ)仏教 ｢擁護_‖ノ)制裁的側 ll1位 , もっとも明確に示 した車件は,18Ol隼6月9E廿日‖｣'

ろう｡

この布告は,サ ンガU)堕落 した状況を詳細 こ示 したのちG5),｢ここに,プララ-チ17-カナ,

ターナーヌクロム,宗務司 (sangkhak2-.tri-thammak云n) および学者 (ratchabandit) らに命

じ,相協力 して,撫恥の徒 と堕 したサンガを浄 化せ Ly)ようと調杏を進めたところ,甘美が判

明 したU)で,128名 C/)僧を,山家界か ら還俗 させ,後世U)人山これにならうことUうないよう,

還俗僧をすべて公尺 (phrailuang)と して,そし′)腕に 入墨,JiT施 した上,官C/)重い篠役 に肢J

す るよう命 じてい,ii)-

(uBmuqn mL耶ご71… mごmm甲 涌 ∩=冒む5- m 77両 品 川 rm ntMD17…け=示8品 山 田- q症巾 偏- u′.

｣加 古も u yJすごす1m1MJLl¶1品 剖肌 召!]可1∩Ⅵ丁=… m L仙円諭 引轟uLt引締nLLmLl皿 ⅥF'Mmn 前 1qnl川 前

痛iil諭し晶 門前前 日 }6)

62) ｢サンガ令｣No.4,ibl'd.,PP･184fl

63)lot.rL-(.
64) ｢サンガ令｣No.3,L'l"'EI.,pp･175-182

65)上述 pp.13r
66)Z'bz'd.,p.226
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Ⅴ お わ り に

タイの仏教徒の信仰体系において,サ ンガは ｢福田｣ として位置づけられている｡ 在家者に

とって,サンガとは,それに布施する者に ｢善果をもた らすところの最上の田｣である｡人は

サ ンガ-の布施の中に宗教的満足をおぼえ,サ ンガは民衆の ｢福田信仰｣の中にその成立の基

盤を見出す｡

サ ンガが ｢福田｣であるためには,｢清浄｣でなければ な らない｡ サ ンガの ｢清浄｣がそこ

なわれるとき,人はサンガへの信仰を失い,仏教は衰微する｡サ ンガにおける仏教的価値が,

持戒の中に特化 しているタイの社会にあって,｢清浄なサンガ｣ とは,す ぐれて 持戒の 円満具

足 したサ ンガである｡タイに おいては ｢仏教と戒 とは同義｣で あり,持戒の 正 しさの中にこ

そ正 しい仏教があるか らである｡

円壬の仏教 ｢擁護｣(phraboromarFlChLlpathamphok)は, したが って二つの方向をとる｡第

1は,サ ンガに物質的支持を与えることにより,定義上井 自立的な出家者集団の安定的存在を

保証することである｡ サ ンガは,個 々の在家者による自発的布施には期待できないところの,

大規模に して組織的かつ安定的な援助者を国家の中に見出す｡歴史的サンガの繁栄は歴代の国

王による ｢擁護｣に人きく依存するものであったO第 2はサ ンガの ｢清浄性｣の護持である｡

｢清浄｣なサンガの←恒こ ｢福田｣があ り,｢福田｣の 存在する かぎり仏教は繁栄する｡持戒中

心のタイサンガの清浄性は,もっぱ ら破戒行為の監視,破戒者の排除によって保たれる｡ 自律

を標梯す るサンガの清浄性は,もともと自己浄化作用の結果 として保たれるべきものである｡

しか し,サンガに内蔵 された浄化装置の機能がそこなわれたときには,仏教の ｢擁護｣者たる

べき国王は,その浄化に協力すべきものと考え られたのであった｡ 同時代史料の検討は,ラー

マ 11H｣こおける仏教 ｢擁護｣のこのこつの方向を町川奈に示 し出 している｡

引 用 文 献

Ⅰ.タ イ 言吾

1.naM… 附1計Ⅷ 内つ8 5し品 nf.M 帆 2506(1963)

(『三印法典』全5巻 (クルーサバ-版))

2. nm m WhH71m ,m 刊, tt 句岩… M最 痛 言宗n 誼 " 皿 前言晶mM (1)iln

(ダムロン親王, ｢サンギーティヤヴァンサ解題｣)
′

3. nhmuRnlと細 叩 Lm1,2466(1923) mh78(2)

(ダムロン親王, 『サンガ小史』)●′′
4･ nfM 丁油 川㈹ ほym6.-nT州 丁"'17171- ,m刊, 品 品耶- 1Rfu坤 繭 ｡画 晶 言un;, nq… 1,

2466(1923)

(ダムロン親王 ･ソモット親王, 『ラタナコ-シン朝高僧叙任録』)

5. m と71仰 附つ即7℃血m m q前 nLM12血 ,叩 州1(1飢岩肌前列;),2505(1962)

(『御親筆年代記』全2冊オデオン･ストア版)

460



石井:国宝と宗教にか′′しする-Yj察

6.L寸1m ご臼1前ⅥnTつqd/,'tvJ"TlWM所1′-3mIn7滴 坑口言Mli;qn洞爺1"仇 Ⅵ了とrl仰 附′〕附門前 門口1

甲 南 1mq 諭nlMq'1-nq12,叩 L仰 (痛 弓¶む1),

(ティパコーラウォン′, 『1世王年代記』)
a LJ 句 ■ノ 1 0

7.fnL門γけごつTJ7m内mlと川MWJ, 郎PIFはJつけ M 内1つPl17L了f]qfNRMJllW吉田31mTJu,n78L川 1,

(プラ･ワナラット僧正, 『サンギーティヤヴァンサ (結集史)』)
q t}

8･ nTMndu満n- 1m岬的1nf,t冒郎耶町 伽 屍可耶叩 8m 揃1轡11… 7流 頼 u5m ･,n四 m ,

(ピタヤーラープ殿下, 『1世王における文化復興』)

9. nFmけm l昌仙7油 珊1首, 可附 1UL叩 1即Ul,叩 Lml,2505(1962)

ナラティップ殿下, 『ラ･ルベール ･シャム王国誌』

10.品 m拓 門晶 ¶m Tつ77mtu,嗣 ilu'laTvBBi7岬 , n叩 Ⅵ1,2475(1932)

ワンワイタヤコン殿下, 『憲法草案考』

ⅠⅠ. 欧 又

1.CoedとS,G.,HUnerecensionp豆liedesannalesd'AyuthyaH,HEFEO,ⅩⅠⅤ,3.pp.1-31

2.IshiiYoneo,"ChurchandstateinThailand"AsianStLrVCyγol.VIII,No.10(1968).pp.864-871･

3.Wenk,Klaus.TherestorationofThailandtLndeT･RamaI:1782-18()9.Tucson,1968.

4.Dhaninivat,Prince.A historyofBuddhism inSiam.Bangkok,1960.

-d0- 日ThereconstructionofRamaIoftheChakriDynasty",Joz/rnuloftheSiam Soct'ety,

Vol.43,no.1(1955),pp.21-47.

5.DelaLoubtre,DuroyalLmedeSiam,tollleI.Paris,1691

6.Gervaise,N..HistoirenafurelleetI,olitiqueduroyalLmedeSiam･Paris,1688･

補註 太陰暦の太陽暦換算は,すべて 抗 日¶- m¶円- 那川 250召叩 川Ⅵ1,I1966によった｡
L,一ゝ■ノ qq

461


